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◎

臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
を
備
え
る
衛
生
検

査

所
の
構
造
設
備
等
の
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
厚
生
省
告
示
第
十
六
号
）
抄

後

改

正

第
一

構
造
設
備
に
関
す
る
基
準

第
一

構
造
設
備
に
関
す
る
基
準

一

（
略
）

一

（
略
）

１

主
要
構
造
部
等

建
築
基
準
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号

１

主
要
構
造
部
等
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一

（

（

）

第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
主
要
構
部
並
び
に
当
該
使
用
室
を
区
画
す

号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
主
要
構
部
並
び
に
当
該
使
用
室
を

る
壁
及
び
柱
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
は
、
耐
火
構
造
（
同
条
第
七
号

区
画
す
る
壁
及
び
柱
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
は
、
耐
火
構
造
（
同

。

。

に
規
定
す
る
耐
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
は
、
耐
火
構
造
（
同

条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
は
、
耐

。

。

条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
又
は
不
燃

火
構
造
（
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同

。

材
料
（
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
不
燃
材
料
を
い
う

）
を
用
い
た
構

じ

）
又
は
不
燃
材
料
（
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
不
燃
材
料
を
い

。

。

造
と
す
る
こ
と
。

う

）
を
用
い
た
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
に
定
め

。
る
数
量
以
下
の
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
を
使
用
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
放
射
性
同
位
元
素
（
そ
の
他
の
種
類
が
、
臨

５

内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
放
射
性
同
位
元
素
（
そ
の
他
の
種
類
が
、
臨

床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三

床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和

十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
、
以
下
「
規
則
」
と
い
う

）
別
表
第

三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
、
以
下
「
規
則
」
と
い
う

）
別

。

。

三
に
定
め
る
数
量
及
び
濃
度
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

）

表
第
三
の
上
覧
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
種
類
に
つ
き
、
そ

。

に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
は
、
突
起
物
く
ぼ
み
及
び

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
定
め
る
数
量
及
び
濃
度
を
超
え
る

仕
上
材
の
目
地
等
の
す
き
ま
の
少
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

）
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ

。

る
部
分
は
、
突
起
物
、
く
ぼ
み
及
び
仕
上
材
の
目
地
等
の
す
き
ま
の

少
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

６
～
９

（
略
）

６
～
９

（
略
）

二
～
三

（
略
）

二
～
三

（
略
）

四

検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

四

検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚

さ
れ
た
物
の
廃
棄
施
設
（
以
下
「
廃
棄
施
設
」
と
い
う

）
の
構
造
設
備

染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
施
設
（
以
下
「
廃
棄
施
設
」
と
い
う

）
の
構
造

。

。

の
基
準
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

設
備
の
基
準
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
～
２
（
略
）

１
～
２
（
略
）
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３

放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
空
気
を
廃
棄
す
る
施
設
に

３

放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
空
気
を
廃
棄
す
る
施
設

あ
っ
て
は
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
排
気
設
備
（
排
風
機
、
排

に
あ
っ
て
は
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
排
気
設
備
（
排
風
機
、

気
浄
化
装
置
、
排
気
管
、
排
気
口
等
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

排
気
浄
化
装
置
、
排
気
管
、
排
気
口
等
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て

、

。

さ
れ
た
空
気
を
排
気
し
、
又
は
浄
化
す
る
一
連
の
設
備
を
い
う
。
以
下

汚
染
さ
れ
た
空
気
を
排
気
し

又
は
浄
化
す
る
一
連
の
設
備
を
い
う

同
じ

）
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
作
業
の
性
質
上
排
気
設
備
を
設

以
下
同
じ

）
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
に
定
め
る
種

。

。

け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
放
射
性
同
位
元
素

類
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
数
量
以
下
の
検
体
検
査
用
放
射

に
よ
っ
て
空
気
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

性
同
位
元
素
を
使
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
放
射
性
同
位
元
素
に
よ

、

。

い
。

っ
て
空
気
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は

こ
の
限
り
で
な
い

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

第
二

（
略
）

第
二

（
略
）

第
三

限
度

第
三

限
度

一

（
略
）

一

（
略
）

１

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
２

１

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
（
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
２

及
び
３
に
お
い
て
同
じ

）
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
一
種
類
で
あ
る
場

及
び
３
に
お
い
て
同
じ

）
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
一
種
類
で
あ
る
場

。

。

合
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の

合
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の

種
類
に
応
じ
て
、
排
液
中
又
は
排
水
中
の
濃
度
に
つ
い
て
は
第
三
欄
、

種
類
に
応
じ
て
、
排
液
中
又
は
排
水
中
の
濃
度
に
つ
い
て
は
第
三
欄
、

排
気
中
又
は
空
気
中
の
濃
度
に
つ
い
て
は
第
四
欄
に
掲
げ
る
濃
度

排
気
中
又
は
空
気
中
の
濃
度
に
つ
い
て
は
第
四
欄
に
掲
げ
る
濃
度

２

（
略
）

２

（
略
）

３

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別

３

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

表
第
一
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に
掲
げ
る
排
液
中
若
し
く
は
排
水
中
の

別
表
第
二
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に
掲
げ
る
排
液
中
若
し
く
は
排
水

濃
度
又
は
排
気
中
若
し
く
は
空
気
中
の
濃
度
（
そ
れ
ぞ
れ
当
該
排
液
中

中
の
濃
度
又
は
排
気
中
若
し
く
は
空
気
中
の
濃
度
（
そ
れ
ぞ
れ
当
該

若
し
く
は
排
水
中
の
又
は
排
気
中
若
し
く
は
空
気
中
に
含
ま
れ
て
い
な

排
液
中
又
は
排
水
中
又
は
排
気
中
若
し
く
は
空
気
中
に
含
ま
れ
て
い

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
係
る
も
の
を
除
く

な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
係
る
も
の
を
除

。
）

の
う
ち
、
最
も
低
い
も
の

く

）
の
う
ち
、
最
も
低
い
も
の

。

４

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
当
該
放
射
性
同
位

４

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
当
該
放
射
性
同

素
の
種
類
が
別
表
第
一
に
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

位
元
素
の
種
類
が
別
表
第
二
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て

別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応
じ
て
、

は
、
別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応

排
液
中
又
は
排
水
中
の
濃
度
に
つ
い
て
は
第
三
欄
、
排
気
中
又
は
空
気

じ
て
、
排
液
中
又
は
排
水
中
の
濃
度
に
つ
い
て
は
第
三
欄
、
排
気
中

中
の
濃
度
に
つ
い
て
は
第
四
欄
に
掲
げ
る
濃
度

又
は
空
気
中
の
濃
度
に
つ
い
て
は
第
四
欄
に
掲
げ
る
濃
度

二

（
略
）

二

（
略
）

１

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

１

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
（
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
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２
及
び
３
に
お
い
て
同
じ

）
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
一
種
類
で
あ
る

２
及
び
３
に
お
い
て
同
じ

）
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
一
種
類
で
あ

。

。

場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
に

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種

応
じ
て
第
二
欄
に
掲
げ
る
濃
度

類
に
応
じ
て
第
二
欄
に
掲
げ
る
濃
度

２

（
略
）

２

（
略
）

３

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別

３

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別

表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
濃
度
（
該
当
空
気
中
に
含
ま
れ
て
い
な

表
第
三
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
濃
度
（
該
当
空
気
中
に
含
ま
れ
て
い
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
係
る
も
の
を
除
く

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
係
る
も
の
を
除

。
）

の
う
ち
最
も
低
い
も
の

く

）
の
う
ち
最
も
低
い
も
の

。

４

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
当
該
放
射
性
同
位

４

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
当
該
放
射
性
同
位

、

元
素
の
種
類
が
別
表
第
一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

元
素
の
種
類
が
別
表
第
二
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応
じ
て
そ

別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応
じ
て

れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
げ
る
濃
度

そ
れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
げ
る
濃
度

三
か
ら
五

（
略
）

三
か
ら
五

（
略
）

六

第
二
の
六
の
５
並
び
に
第
二
の
八
の
２
及
び
３
に
規
定
す
る
表
面
密

六

第
二
の
六
の
５
並
び
に
第
二
の
八
の
２
及
び
３
に
規
定
す
る
表
面
密

度
限
度
は
、
別
表
第
三
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同

度
限
度
は
、
別
表
第
四
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
右
欄
に
掲
げ
る
密
度
と
す
る

表
の
右
欄
に
掲
げ
る
密
度
と
す
る

七
～
八

（
略
）

七
～
八

（
略
）

削
除

別
表
第
一
（
第
一
の
一
及
び
四
関
係
）

主
要
構
造
部
等
を
耐
火
構
造
又
は
不
燃
材
料
を
用
い
た
構
造
と
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
並
び
に
排
気
設
備
を
設
け
る
こ

と
を
要
し
な
い
検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
及
び
数
量

種
類

主
要
構
造
部
等
を

排
気
設
備
を
設
け

耐
火
構
造
又
は
不

る
こ
と
を
要
し
な

燃
材
料
を
用
い
た

い
場
合
の
数
量

構
造
と
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
場
合

ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
９
０
及
び
ア

３
．
７
メ
ガ
ベ
ク

３
７
０
キ
ロ
ベ
ク
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ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
同
位
元

レ
ル

レ
ル

素物
理
的
半
減
期
が
３
０
日
を
超

３
７
メ
ガ
ベ
ク
レ

３
．
７
メ
ガ
ベ
ク

え
る
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位

ル

レ
ル

元
素
（
水
素
３
、
ベ
リ
リ
ウ
ム

、

、

、

７

炭
素
１
４

い
お
う
３
５

鉄
５
５
，
鉄
５
９
、
及
び
ス
ト

ロ
ン
チ
ウ
ム
９
０
並
び
に
ア
ル

フ
ァ
線
を
放
出
す
る
も
の
を
除

く

）
。

物
理
的
半
減
期
が
３
０
日
以
下

３
７
０
メ
ガ
ベ
ク

３
７
メ
ガ
ベ
ク
レ

の
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元

レ
ル

ル

素
（
ふ
っ
素
１
８
、
ク
ロ
ム
５

１
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
７
１
及
び

タ
リ
ウ
ム
２
０
１
並
び
に
ア
ル

フ
ァ
線
を
放
出
す
る
も
の
を
除

く

）
並
び
に
い
お
う
３
５
、

。
鉄
５
５
及
び
鉄
５
９

水
素
３
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
７
、
炭

３
．
７
ギ
ガ
ベ
ク

３
７
０
メ
ガ
ベ
ク

素
１
４
、
ふ
っ
素
１
８
、
ク
ロ

レ
ル

レ
ル

、

、

ム
５
１

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
７
１

及
び
タ
リ
ウ
ム
２
０
１

備
考

検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
２
種
類
以
上
の
場
合
に
つ

い
て
は
、
こ
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
量

の
こ
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
数
量
に
対
す
る
割
合
の
和
が
１
と
な
る
よ
う
な

検
体
検
査
用
放
射
性
同
位
元
素
の
数
量
と
す
る

別
表
第
一

（
第
三
関
係
）

（
略
）

別
表
第
一

（
第
三
関
係
）
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別
表
第
二

（
第
三
関
係
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二

（
第
三
関
係
）

別
表
第
三

（
第
三
関
係
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三

（
第
三
関
係
）

（
略


